
新潟市介護保険料減免要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 介護保険料（以下「保険料」という。）の減免については、新潟市介護保険条例（平 

成１２年新潟市条例第２０号。以下「条例」という。）及び新潟市介護保険条例施行規則 

（平成１２年新潟市規則第４３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要 

綱の定めるところによる。 

（減免を認める基準等） 

第２条 条例第１２条第１項に規定する保険料を納付することができないと認める場合と 

は、同項各号及び規則第１４条第１項に定めるもののほか、別表第１に定めるところに 

よるものとし、減免する保険料の額又は割合及び減免する期間は、それぞれ別表第２に 

定めるところによる。 

（適用する減免基準） 

第３条 条例第１２条第１項各号のうち２以上の規定に該当する者については、それらの 

規定に対応する別表第２に掲げる基準のうち、減免する額又は割合が最も大きくなるも 

のを適用する。 

 （添付書類） 

第４条 条例第１２条第２項の規定により減免の申請時に添付する書類は、次の各号に掲 

げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 条例第１２条第１項第１号に該当する場合 罹
り

災したことを証明する書類 

（２） 条例第１２条第１項第２号に該当する場合 行方不明を証明する書類、障害者 

手帳又は診断書及び給与明細書などの収入を証明できる書類 

（３） 条例第１２条第１項第３号に該当する場合 休業若しくは廃業に関する届出書 

若しくは休業若しくは廃業を証明する書類又は雇用保険受給明細書及び失業前の 

給与明細書などの収入を証明できる書類 



（４） 条例第１２条第１項第４号に該当する場合 災害により被害を受けたことによ 

る収入減を証明する書類 

（５） 条例第１２条第１項第５号に該当する場合 収監証明書又は拘留通知書 

（６） 条例第１２条第１項第６号及び規則第１４条第１項第１号に該当する場合 減 

免を受けようとする者及びその者と生計を一にする者の収入及び所有する資産を 

証明するもの並びに当該収入及び資産の調査に関する同意書 

 （７） 犯罪等の被害により、条例第１２条第１項第１号から第４号までのいずれかに

該当する場合 第１号から第６号に規定する書類のほか、犯罪被害証明及び盗難

被害届出証明 

 （その他） 

第５条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成１５年７月１日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

（平成２５年度における東日本大震災に関する特例） 

２ 平成２３年３月１１日に特定被災区域（東日本大震災に対処するための特別の財政援 

助及び助成に関する法律（平成２３年法律第４０号）第２条第３項に規定する特定被災 

区域をいう。）内の市町村に住所を有しており、東日本大震災により被災した被保険者（以 

下「東日本大震災の被災介護保険被保険者」という。）等で、次のいずれかに該当するも 

のについては、第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものと 

みなし、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に納期限が設定されて 

いる保険料の全部を免除する。 

（１） 東京電力福島第一原子力発電所の事故（以下「原発事故」という。）に伴い原子 

力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２８条第２項において読 

み替えて適用される災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６０条第１ 



項の規定に基づき設定された避難指示区域（避難指示区域に設定されていた区域 

を含む。）内に住所を有していたもの 

（２） 原発事故に伴い原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき設定 

された計画的避難区域（計画的避難区域に設定されていた区域を含む。）内に住所 

を有していたもの 

（３）  原発事故に伴い原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき設 

   定されていた緊急時避難準備区域内に住所を有していたもの 

（４）  原発事故に伴い特定避難勧奨地点（事故発生後１年間の積算線量が２０ｍＳｖ 

を超えると推定される特定の地点をいう。）の住居に居住していたため、避難を行 

っているもの 

（５） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、(１)から(４)までのいずれかに該当 

する者のいる世帯に属することとなったもの 

（平成２６年度における生活保護基準改正に伴う特例） 

３ 平成２６年度に限り、別表第１の４における生活保護法による保護の基準（昭和３８ 

年厚生省告示第１５８号）に規定する基準については、平成２６年厚生労働省告示第１ 

３６号による改正前の基準を適用する。 

（平成２６年度における東日本大震災に関する特例） 

４ 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、 

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、平成２ 

６年度分保険料の全額を免除する。ただし，（２）に規定する者のうち地方税法（昭和２ 

５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計 

所得金額」という。）が６３３万円以上であるものについては、平成２６年９月分までの 

保険料に限る。 

（１） 帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域又は特定避難勧奨地点に 

 住所を有していたもの及び新たに結婚その他これに準ずる理由により、これらに 



該当する者のいる世帯に属することとなったもの 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は指定が解除された特定避難勧奨地点に住所を有して 

いたもの及び新たに結婚その他これに準ずる理由により、これらに該当する者の 

いる世帯に属することとなったもの 

（平成２７年度における生活保護基準改正に伴う特例） 

５ 平成２７年度に限り、別表第１の４における生活保護法による保護の基準に規定する 

基準については、平成２７年厚生労働省告示第２２７号による改正前の基準を適用する。 

（平成２７年度における東日本大震災に関する特例） 

６ 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、平成２

７年度分保険料の全額を免除する。 

（１） 帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域又は特定避難勧奨地点に

住所を有していたもの 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２５年度以前に指定が解除された特定避難勧奨

地点に住所を有していたもの。ただし、前年の合計所得金額が６３３万円以上で

あるもの（以下「旧上位所得者」という。）は除く。 

（３） 平成２６年度に指定が解除された避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点に

住所を有していたもの。ただし、旧上位所得者については、平成２７年９月分ま

での保険料に限る。 

（４） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（３）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの 

（平成２８年度における東日本大震災に関する特例） 

７ 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、平成２

８年度分保険料の全額を免除する。 



（１） 帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していたも

の 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２６年度以前に指定が解除された特定避難勧奨

地点に住所を有していたもの。ただし、旧上位所得者は除く。 

（３） 平成２７年度に指定が解除された避難指示解除準備区域に住所を有していたも

の。ただし、旧上位所得者については、平成２８年９月分までの保険料に限る。 

（４） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（３）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの 

（平成２９年度における東日本大震災に関する特例） 

８ 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、平成２

９年度分保険料の減免割合を全部とする。 

（１） 帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していたも

の 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２７年度以前に指定が解除された旧避難指示解

除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、前年の合計

所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）に規定される長期譲渡所

得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額

から特別控除額を控除して得た額とする。）が６３３万円以上であるもの（以下「上

位所得者」という。）は除く。 

（３） 平成２８年度に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域（平

成２９年４月１日午前０時に解除された区域を含む。）に住所を有していたもの 

 ただし、上位所得者については、平成２９年９月分までの保険料に限る。 

（４） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（３）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの 



（平成３０年度における東日本大震災に関する特例） 

９ 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、平成３

０年度分保険料の減免割合を全部とする。 

（１） 帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していたも

の 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２７年度以前に指定が解除された旧避難指示解

除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、上位所得者

は除く。 

（３） 平成２８年度及び平成２９年度に指定が解除された居住制限区域及び避難指示

解除準備区域に住所を有していたもの 

（４） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（３）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの 

（平成３０年度における生活保護基準改正に伴う特例） 

10 平成３０年度に限り、別表第１の４における生活保護法による保護の基準に規定する 

基準については、平成３０年厚生労働省告示第３１７号による改正前の基準を適用する。 

（平成３１年度における東日本大震災に関する特例） 

11 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、 

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、平成３ 

１年度分保険料の減免割合を全部とする。 

（１） 帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していたも

の 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２７年度以前に指定が解除された旧避難指示解

除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、上位所得者

は除く。 



（３） 平成２８年度及び平成２９年度に指定が解除された居住制限区域及び避難指示

解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（４） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（３）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの 

（平成３１年度における生活保護基準改正に伴う特例） 

12 平成３１年度に限り、別表第１の４における生活保護法による保護の基準に規定する 

基準については、令和元年厚生労働省告示第６６号による改正前の基準を適用する。 

（令和元年度及び令和２年度における新型コロナウイルス感染症に関する特例） 

13 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等で、次の第１号に該当 

する被保険者については条例第１２条第１項第２号に、次の第２号に該当する被保険者 

については条例第１２条第１項第３号に、第２条の規定にかかわらず該当するものとみ 

なし、令和元年度分及び令和２年度分の保険料の減免については、新型コロナウイルス 

感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対す 

る財政支援について（令和２年４月９日付厚生労働省事務連絡）の基準に基づき行うも 

のとする。 

（１）  新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死 

亡し、又は重篤な傷病を負ったもの。 

（２）  新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持 

者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」とい 

う。）の減少が見込まれ、次のいずれにも該当するもの。 

ア 世帯の主たる生計維持者の令和２年の事業収入等のいずれかの減少額（保険

金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）が令和元年の当該事

業収入等の額の１０分の３以上であること。 

イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所 

得以外の令和元年の所得の合計額が４００万円以下であること。 



（令和２年度における東日本大震災に関する特例） 

14 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、令和２

年度分保険料の全部を免除する。 

（１） 帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していたも

の 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２７年度以前に指定が解除された旧避難指示解

除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、上位所得者

は除く。 

（３） 平成２８年度及び平成２９年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難

指示解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（４） 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域及び旧居住制限区域並びに旧避

難指示準備解除区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者については、

令和２年９月分までの保険料に限る。 

（５） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（４）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの 

（令和２年度における生活保護基準改正に伴う特例） 

15 令和２年度に限り、別表第１の４における生活保護法による保護の基準に規定する基

準については、令和２年厚生労働省告示第３０２号による改正前の基準を適用する。 

（令和３年度における新型コロナウイルス感染症に関する特例） 

16 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等で、次の第１号に該当 

する被保険者については条例第１２条第１項第２号に、次の第２号に該当する被保険者 

については条例第１２条第１項第３号に、第２条の規定にかかわらず該当するものとみ 

 なし、保険料(令和２年度３月分及び令和３年度分の保険料であって、普通徴収の納期限

(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和３年４月１日から令和４年



３月３１日までの間に属するものをいう。)の減免については、新型コロナウイルス感染

症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和３年度にお

ける減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて（令和３年３月 12 日付厚生労働

省事務連絡）の基準に基づき行うものとする。 

（１）  新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死 

亡し，又は重篤な傷病を負ったもの。 

（２）  新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持 

者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」とい 

う。）の減少が見込まれ、次のいずれにも該当するもの。 

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠

償等により補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の

１０分の３以上であること。 

イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所 

得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること。 

（令和３年度における東日本大震災に関する特例） 

17 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、令和３

年度分保険料の全部を免除する。 

（１） 帰還困難区域に住所を有していたもの 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２７年度以前に指定が解除された旧避難指示解

除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、上位所得者

は除く。 

（３） 平成２８年度及び平成２９年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難

指示解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（４） 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域及び旧居住制限区域並びに旧避



難指示準備解除区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（５） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（４）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの 

（令和４年度における新型コロナウイルス感染症に関する特例） 

18 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等で、次の第１号に該当 

する被保険者については条例第１２条第１項第２号に、次の第２号に該当する被保険者 

については条例第１２条第１項第３号に、第２条の規定にかかわらず該当するものとみ 

 なし、保険料(令和３年度３月分及び令和４年度分の保険料であって、普通徴収の納期限

(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和４年４月１日から令和５年

３月３１日までの間に属するものをいう。)の減免については、新型コロナウイルス感染

症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和４年度にお

ける減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて（令和４年３月 14 日付厚生労働

省事務連絡）の基準に基づき行うものとする。 

（１） 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死 

亡し、又は重篤な傷病を負ったもの。 

（２） 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持 

者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」とい 

う。）の減少が見込まれ、次のいずれにも該当するもの。 

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠

償等により補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の

１０分の３以上であること。 

イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所 

得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること。 

（令和４年度における東日本大震災に関する特例） 

19 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、



第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、令和４

年度分保険料の全部を免除する。 

（１） 帰還困難区域に住所を有していたもの 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２７年度以前に指定が解除された旧避難指示解

除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、上位所得者

は除く。 

（３） 平成２８年度及び平成２９年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難

指示解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（４） 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域及び旧居住制限区域並びに旧避

難指示準備解除区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（５） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（４）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの 

（令和５年度における新型コロナウイルス感染症に関する特例） 

20 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等で、次の第１号に該当 

する被保険者については条例第１２条第１項第２号に、次の第２号に該当する被保険者 

については条例第１２条第１項第３号に、第２条の規定にかかわらず該当するものとみ 

 なし、保険料(令和４年度３月分の保険料であって、普通徴収の納期限が令和５年４月３

０日までのものをいう。)の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収

入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和４年度における減免措置に対

する今後の財政支援の取扱いについて（その２）（令和４年１２月２０日付厚生労働省事

務連絡）の基準に基づき行うものとする。 

（１） 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死 

亡し、又は重篤な傷病を負ったもの。 

（２） 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持 

者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」とい 



う。）の減少が見込まれ、次のいずれにも該当するもの。 

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠

償等により補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の

１０分の３以上であること。 

イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所 

得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること。 

（令和５年度における東日本大震災に関する特例） 

21 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、令和５

年度分保険料の全部又は一部を免除する。 

（１） 帰還困難区域に住所を有していたもの 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２７年度以前に指定が解除された旧避難指示解

除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、上位所得者

は除く。 

（３） 平成２８年度及び平成２９年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難

指示解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（４） 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域及び旧居住制限区域並びに旧避

難指示準備解除区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（５） 令和４年度に指定が解除された旧帰還困難区域及び旧居住制限区域並びに旧避

難指示準備解除区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者については,令

和５年９月分までの保険料に限る。 

（６） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（５）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの 

（令和６年能登半島地震に関する特例） 

22 令和６年能登半島地震に伴う災害により被災した被保険者について、次の第１号に該



当する被保険者については条例第１２条第１項第１号に、次の第２号及び第３号に該当

する被保険者については条例第１２条第１項第２号に、次の第４号に該当する被保険者

については条例第１２条第１項第３号に、第２条の規定にかかわらず該当するものとみ

なし、第一号保険料（令和５年度１月分から３月分まで及び令和６年度分の保険料であ

って、普通徴収の納期限（特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日）が令

和６年１月１日から令和７年３月３１日までのものをいう。）の減免については、令和６

年能登半島地震に伴う災害により被災した被保険者に係る介護保険の第一号保険料の減

免に対する財政支援の基準等について（令和６年１月１７日付厚生労働省事務連絡）の

基準に基づき行うものとする。 

（１） 令和６年能登半島地震によりその居住する住宅に損害を受けたもの 

（２） 令和６年能登半島地震による被害を受けたことにより、その属する世帯の主た

る生計維持者が死亡し、若しくは障害者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第９号に規定する障害者をいう。）となり、又は重篤な傷病を負

ったもの 

（３） 令和６年能登半島地震による被害を受けたことにより、その属する世帯の主た

る生計維持者の行方が不明となったもの 

（４） 令和６年能登半島地震による被害を受けたことにより、その属する世帯の主た

る生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入（以下「事業収入

等」という。）の減少が見込まれ、次のいずれにも該当するもの 

ア  世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害

賠償等により補填されるべき金額を除した額）が前年の当該事業収入等の額の

１０分の３以上であること。 

イ  世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所

得以外の所得の合計額が４００万円以下であること。 

 



 （令和５年度における生活保護基準改正に伴う特例） 

23 令和５年度に限り、別表第１の４における生活保護法による保護の基準に規定する基

準については、令和５年厚生労働省告示第２１４号による改正前の基準を適用する。 

（令和６年度における東日本大震災に関する特例） 

24 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、令和６

年度分保険料の全部又は一部を免除する。 

（１） 帰還困難区域に住所を有していたもの 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２７年度以前に指定が解除された旧避難指示解

除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、上位所得者

は除く。 

（３） 平成２８年度及び平成２９年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難

指示解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（４） 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域及び旧居住制限区域並びに旧避

難指示準備解除区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（５） 令和４年度に指定が解除された旧帰還困難区域及び旧居住制限区域並びに旧避

難指示準備解除区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（６） 令和５年度に指定が解除された旧帰還困難区域及び旧居住制限区域並びに旧避

難指示準備解除区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者については,令

和６年９月分までの保険料に限る。 

（７） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（６）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの。 

（令和７年度における東日本大震災に関する特例） 

25 東日本大震災の被災介護保険被保険者等で、次のいずれかに該当するものについては、

第２条の規定にかかわらず条例第１２条第１項第１号に該当するものとみなし、令和７



年度分保険料の全部又は一部を免除する。 

（１） 帰還困難区域に住所を有していたもの 

（２） 旧緊急時避難準備区域又は平成２７年度以前に指定が解除された旧避難指示解

除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、令和７年度

の第一号保険料の設定における合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係

る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除し

て得た額とする。）が６３３万円以上であるもの（以下「上位所得者」という。）

は除く。 

（３） 平成２８年度及び平成２９年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難

指示解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（４） 令和元年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域及び旧避難指示解除準

備区域に住所を有しているもの。ただし、上位所得者は除く。 

（５） 令和４年度及び令和５年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域に住所

を有していたもの。ただし、上位所得者は除く。 

（６） 令和７年３月３１日に指定が解除された旧帰還困難区域に住所を有していたも

の。ただし、上位所得者については,令和７年９月分までの保険料に限る。 

（７） 新たに結婚その他これに準ずる理由により、（１）から（６）のいずれかに該当

する者のいる世帯に属することとなったもの。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年８月１日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 



 この要綱は、制定の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、制定の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、制定の日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の新潟市保険料減免要綱の規定は、平成２１年度分の保険料から適用し、平成 

２０年度分までについては、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年１０月１日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、制定の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年７月１１日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、制定の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、制定の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、制定の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 



  附 則 

この要綱は、制定の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の新潟市保険料減免要綱の規定は、平成３０年度分の保険料から適用し、平成 

２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成３０年１０月１１日から施行する。 

２ 改正後の附則第９項の規定は、平成３０年４月１日から適用し、改正後の附則第１

０項の規定は、平成３０年１０月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行し、改正後の附則第１１項の規定は、平成

３１年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年８月２１日から施行し、改正後の附則第１３項の規定は、令和

２年２月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年１０月１日から施行し、改正後の附則第１４項の規定は、令和

２年４月１日から適用する。  

附 則 

  この要綱は、令和３年７月１日から施行し、改正後の附則第１６項の規定は、令和３年 

 ４月１日から適用する。 



附 則 

  この要綱は、令和３年９月１日から施行し、改正後の附則第１７項の規定は、令和３年 

 ４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、令和４年７月１１日から施行し、改正後の附則第１８項の規定は、令和４ 

  年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、令和４年９月１日から施行し、改正後の附則第１９項の規定は、令和４ 

  年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、令和５年８月１日から施行し、改正後の附則第２０項の規定は、令和５ 

  年４月１日から適用する。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、令和５年１１月１日から施行する。 

２ 改正後の附則第２１項の規定は、令和５年４月１日から適用し、改正後の第４条の

規定は、令和５年６月３０日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年２月２７日から施行し、改正後の附則第２２項の規定は、令和

６年１月１日から適用する。 

   附 則 

  この要綱は、制定の日から施行し、改正後の附則第２３項の規定は、令和５年１０月

１から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年２月１０日から施行し、改正後の附則第２４項の規定は、令和



６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年１１月１日から施行し、改正後の附則第２５項の規定は、令和

７年４月１日から適用する。 

 

 

 

別表第１（第２条関係） 

 保険料の納付が困難であることの認定に係る基準 

１ 条例第１２条第１項第１号に規定する著しい損害を受けたことに該当する場合とは、 

 住宅、家財又はその他の財産の損害について次の各号に掲げる要件を満たす場合とする。 

 （１） 損害額から損害保険等により支払われる保険給付金の額を差し引いた額（以下 

    次表において「実損害額」という。）が、損害を受けた財産の価格の１０分の２以 

    上であること。 

 （２） 減免を受けようとする者が市民税を課されている者である場合は、減免を受け 

    ようとする事由と同一の事由によって市民税が減免されること。 

２ 条例第１２条第 1 項第２号及び第３号に規定する収入が著しく減少したことに該当す

る場合とは、世帯の生計を主として維持する者（以下「主たる生計維持者」という。）に

ついて次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 広範囲に災害が発生した場合 死亡し、若しくは災害により行方不明となり、 

又は身体に重大な障がいを受けたこと。 

 （２） 死亡し、若しくは災害により行方不明となり、又は心身に重大な障がいを受け、 

若しくは長期入院をした場合（前号の場合を除く。） 次のアからウまでに定める 

ところによる。 

   ア 主たる生計維持者（その者が死亡し、又は行方不明となった場合にあっては、



その者の属する世帯の被保険者）の減免申請をしたときにおいて当該年中に見込

まれる所得等の状況により仮に算定した条例第３条第 1 項の保険料の段階（以下

「保険料段階」という。）が、申請時に現にその者に賦課されている保険料段階に

比し、２段階以上保険料が少ない段階に下がること。 

   イ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３９条第１項第１号ニ、第 

    ２号ロ、第３号ロ、第４号ロ及び第５号ロ並びに条例第３条第６号イ、第７号イ、

第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ及び第１３号イに該

当しないこと。 

   ウ 前年の合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）に規定され

る長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該

合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この表及び別表第２

において同じ。）が確認できること。 

 （３） 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等をした場合 前号ア

からウまでに掲げる要件を満たすこと。 

３ 条例第１２条第１項第４号に規定する収入が著しく減少したことに該当する場合と 

 は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 広範囲に発生した災害による被害により事業収入が減少した場合 次のア及び 

イに定める要件に該当すること。 

    ア 事業収入の減少による損害額の合計額（保険金、損害賠償等により補てんさ

れるべき金額を控除した額）が平年における事業収入額の合計額の１０分の３

以上であること。 

イ 主たる生計維持者の合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計額が４ 

００万円以下であること。 

（２） 災害による被害により事業収入が減少した場合（前号の場合を除く。） 前項第 

２号アからウまでに掲げる要件を満たすこと。 



４ 規則第１４条第１項第１号の規定により、生活保護法による保護を必要とする状態に 

 準ずるものとして認める場合は、次の各号に掲げる要件を満たす場合とする。 

 （１） 減免を申請した年の被保険者及び当該被保険者の属する世帯に属する者（以下 

    「世帯員」という。）すべての者の年間収入見込額を合計した金額が、次のア及び 

    イに掲げる被保険者の属する世帯の区分に応じ、それぞれに定める額以下である 

    こと。 

    ア 被保険者１人の世帯 減免申請に係る保険料の賦課期日の属する年度におけ 

     る１か月分の当該申請をした被保険者の世帯の生活保護法による保護の基準 

     （昭和３８年厚生省告示第１５８号）に規定する基準生活費（別表第１第１章 

     の１（１）イの第 1 類及び第２類に限る。以下「基準生活費」という。）（介護

保険法第７条第２２項に規定する介護保険施設に入所している者にあっては同

基準に規定する介護施設入所者基本生活費（以下「介護施設入所者基本生活 

     費」という。）及び介護扶助基準に定める費用（移送費を除く。以下「介護扶助

費」という。））の額を同基準により算定（基準生活費及び介護施設入所者基本

生活費の額の算定に際しては、その算定に係る者の年齢が６５歳から６９歳ま

でにあるものとして算定）した額に１２を乗じて得た額に同基準に定める冬季

加算額を加えた額（以下「基準生活費年間合計額」という。）に，さらに同基準

に定める住宅扶助の１人の特別基準額を限度とした住宅扶助と認められる額を

加えた額                                                          

イ 被保険者及び世帯員が２人以上の世帯 被保険者及び世帯員の数が２人であ 

るものとしてこの号アに規定する方法により算定した基準生活費年間合計額か 

ら被保険者及び世帯員の数が１人であるものとして同様の方法により算定した 

基準生活費年間合計額（以下この号において「１人世帯基準生活費年間合計額」 

     という。）を減じた額に被保険者及び世帯員の実際の数から１を減じた数を乗じ

て得た額に、１人世帯基準生活費年間合計額及び同基準に定める住宅扶助の２



～６人の特別基準額を限度とした住宅扶助と認められる額を加えた額 

 （２） 減免を申請した日において被保険者又は世帯員の預貯金が、次のア及びイに掲 

    げる被保険者の属する世帯の区分に応じ、それぞれに定める額以下であること。 

    ア 被保険者１人世帯 前号アに定める額から住宅扶助と認められる額を減じた

額。 

    イ 被保険者及び世帯員が２人以上の世帯 前号イに定める２人世帯の額から住

宅扶助と認められる額を減じた額。 

 （３） 被保険者又は世帯員が居住の用に供している以外の資産を所有していないこと。 

    居住の用に供している資産を所有している場合は、地方税法に規定する固定資産 

    課税台帳に登録されている価格が２，７００万円未満であること。 

 

別表第２（第２条関係） 

減免する保険料の額又は割合及び減免する期間の基準 

１ 条例第１２条第１項第１号の規定に該当することにより保険料を減免する場合におけ 

る減免する保険料の額又は割合及び減免する期間は、次の各号に掲げる場合に応じ，そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 広範囲に発生した災害により住宅に損害が生じた場合 次の表のとおりとする。 

損害程度 減免区分 減免期間 

前年合計所得金額 減免割合  

実損害額が損害を受けた財産の

価格の１０分の５以上のとき。 

基準所得金額未満 全部 減免申請のあっ

た年度の末日ま

での間 

基準所得金額以上 ２分の１ 

実損害額が損害を受けた財産の

価格の１０分の２以上１０分の

５未満のとき。 

基準所得金額未満 ２分の１ 

基準所得金額以上 ４分の１ 



備考 基準所得金額とは、介護保険法施行令第３８条第１項第７号に規定する基準所得金

額をいう。（２）及び４（１）において同じ。 

 

（２） 前号に規定する災害を除く災害により住宅、家財その他の財産に損害が生じた 

場合 次の表のとおりとする。 

 

 

２ 条例第１２条第１項第２号の規定に該当することにより保険料を減免する場合におけ 

る減免する保険料の額又は割合及び減免する期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、そ 

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 主たる生計維持者が広範囲に発生した災害により死亡し、若しくは行方不明と

なり、又は身体に重大な障がいを受けた場合 次の表のとおりとする。 

  

損害程度 減免区分 減免期間 

前年合計所得金額 減免割合 

実損害額が損害を受けた財産の

価格の１０分の５以上のとき。 

基準所得金額未満 全部 １年間 

基準所得金額以上 ２分の１ 

実損害額が損害を受けた財産の

価格の１０分の２以上１０分の

5 未満のとき。 

基準所得金額未満 ２分の１ 

基準所得金額以上 ４分の１ 

罹災の程度 減免割合 減免期間 

死亡し、又は行方不明となったとき。 全部 減免申請のあった年度

の末日までの間 身体に重大な障がいを受けたとき。 １０分の９ 



（２） 主たる生計維持者が死亡し、若しくは行方不明となり、又は心身に重大な障が 

いを受け、若しくは長期間入院した場合（前号の場合を除く。） 次の表のとおりとする。 

 

３ 条例第１２条第１項第３号の規定に該当することにより保険料を減免する場合におけ 

る減免する保険料の額又は割合及び減免する期間は、前項第２号の表に定めるとおりと 

する。 

 

４ 条例第１２条第１項第４号の規定に該当することにより保険料を減免する場合におけ

る減免する保険料の額又は割合及び減免する期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

 （１） 広範囲に発生した災害による被害により事業収入が減少した場合 次の表のと

おりとする。                                             

備考 対象保険料額とは、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年 

中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額をいう。 

減免額 減免期間 

減免申請をしたときに現に賦課されている保険料の額から減免

申請をしたときに見込まれる当該申請をした年の所得等の状況

により仮に算定した保険料段階に定める保険料の額を差し引い

た額 

減免申請のあった年

度の末日までの間 

前年中の合計所得金額 減免割合 減免期間 

基準所得金額未満 対象保険料の全部 減免申請のあった年

度の末日までの間 基準所得金額以上 対象保険料額の１０分の８ 



（２） 災害による被害により事業収入が減少した場合（前号の場合を除く。） 第２項

第２号の表に定めるとおりとする。 

 

５ 条例第１２条第１項第５号の規定に該当することにより保険料を減免する場合におけ 

る減免する保険料の額又は割合及び減免する期間は次のとおりとする。 

 

６ 条例第１２条第１項第６号及び規則第１４条第１項第１号の規定に該当することによ 

り保険料を減免する場合における減免する保険料の額又は割合及び減免する期間は、次

の表のとおりとする。 
 

割合 減免期間 

全部 入所日から退所日の前月までの間 

対象者 減免額 減免期間 

条例第３条第１項

第１号に該当する

者 

条例第３条の規定により当該第１号被保険者

に課される保険料の額からその額の３分の２

を差し引いた額 

減免申請のあっ 

た年度の末日ま 

での間  

 

 

 

条例第３条第１項

第２号、第３号、

第４号、第５号、

第６号、第７号又

は第８号に該当す

る者 

 

条例第３条の規定により当該第１号被保険者

に課される保険料の額から同条の規定により

同条第１項第１号に該当する者に課される保

険料の額を差し引いた額 

 


